【国土交通省補助事業】
令和２年度　改正建築物省エネ法講習（小・中規模建築物設計者用）

	令和元年5月17日に改正建築物省エネ法が公布されました。これにより、300㎡未満の小規模建築物においては、建築士から建築主への省エネ性能に関する説明が義務付けられ、省エネ基準への適合義務制度の対象が、現行の2,000㎡以上から300㎡以上の中規模建築物まで拡大されます。
本講習では、令和3年4月の施行に向けて主に300㎡前後の小・中規模建築物の設計者を対象とした改正建築物省エネ法の概要および省エネ性能に係る計算方法のポイント等を解説していますので、ぜひご受講ください。
なお、本講習で使用するＤＶＤと同じ内容の動画を（一社）日本建築士事務所協会連合会のホームページ上に公開します。あわせて講習テキストも公開しますので、動画を視聴する際にご活用ください。



共　　催　　一般社団法人日本建築士事務所協会連合会
　　　　　　一般社団法人石川県建築士事務所協会

開催日時　　令和２年１０月３０日（金）　講習　１３：００ ～ １７：００
　　　　　　受付　１２：３０～　　

[bookmark: _Hlk52356602]会　　場　　　石川県建設総合センター　７階大ホール
　　　　　　　住　　所：金沢市弥生２丁目１番２３号　

定　　員　　５０名（先着順）
　　　　　　※新型コロナウイルス感染防止対策のため、収容人数の50％以下です。

対 象 者　　建築士事務所に所属する職員（会員・非会員）等

受 講 料・テキスト　　無　料

講習形態　　４時間のＤＶＤ講習（休憩等を含む）

申込締切　　令和２年１０月１６日（金）　定員に達し次第締め切ります　　

申 込 先　　（一社）石川県建築士事務所協会（TEL076-244-5152）

	


（一社）石川県建築士事務所協会　事務局あて（ＦＡＸ０７６－２４４－８４７２）

「改正建築物省エネ法講習会」申込書

	フリガナ
	（姓）
	（名）
	メールアドレス

	受講者氏名
	　　
	
	

	勤務先住所
	〒　　　　　－　　　　


	勤務先名
	

	電話番号
	
	ＦＡＸ番号
	


テキスト　　改正建築物省エネ法講習テキスト（小・中規模建築物設計者用）
◇「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の概要等
　・建築物省エネ法の構成	
　・改正建築物省エネ法に盛り込まれた措置の内容とその概要	
　・建築物省エネ法に係る用語の解説	
◇建築物省エネ法に係る規制措置
　・規制措置に係る適用対象	
　・省エネ適合性判定等	
　・届出義務	
　・説明義務	
◇建築確認・省エネ適合性判定等に係る手続き
・建築確認・省エネ適合性判定に係る手続き
・届出義務に係る手続き
・説明義務に係る手続き
◇エネルギー消費性能等の計算方法
　・非住宅用途に係る計算方法等の概要	
　・住宅用途に係る計算方法等の概要	
　・各計算法の適用について	
　・既存住宅、建築物の増改築時における省エネ性能の算定の考え方等について	
◇非住宅用途に係る簡易計算法の解説
　・モデル建物法	
　・小規模版モデル建物法	
◇その他
　・申請書等記入例
　・ＦＡＱ
　・参考情報

受講にあたっての注意事項
　・発熱や咳、咽頭痛などの症状がある方は受講をお控えください。
・マスクの着用および手指洗浄へのご協力をお願いします。
・当日は駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関のご利用をお願いします。

その他
　・新型コロナウイルスの感染状況により、講習会を延期もしくは中止する場合があります。
　・講習テキストおよびＤＶＤ（動画）は、令和２年７月時点での情報に基づき作成します。
今後、政省令の改定等や計算法等の更新・改善が見込まれます。
　・本講習会は、建築ＣＰＤ情報提供制度の対象外です。

動画配信期間
　令和２年１０月下旬～令和３年１月中旬（予定）
　公開先　（一社）日本建築士事務所協会連合会　http://www.njr.or.jp/
　　※視聴後はアンケートへのご回答をお願いします
